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家
屋
に
つ
い
て
の
固
定
資
産
税
は
、
毎

年
一
月
一
日
現
在
の
所
有
状
況
に
よ
り
課

税
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
二
十
一
年
中
に
家
屋
の
新
・
増
築

ま
た
は
取
り
壊
し
を
さ
れ
た
方
で
、
町
職
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員
が
調
査
に
伺
っ
て
い
な
い
方
は
、
役
場

税
務
課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

新
・
増
築
家
屋
に
つ
い
て
は
、
固
定
資

産
評
価
額
算
定
の
た
め
の
調
査
を
、
取
り

壊
し
た
家
屋
に
つ
い
て
は
、
年
内
に
取
り

壊
し
た
こ
と
を
確
認
し
、
課
税
台
帳
か
ら

抹
消
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

年
末
ま
で
に
こ
れ
ら
の
予
定
が
あ
る
方

に
つ
い
て
も
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

○
家
屋
改
修
の
減
税
制
度
に
つ
い
て

　

一
定
の
条
件
で
家
屋
を
改
修
し
た
方
は
、

固
定
資
産
税
が
減
額
と
な
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。

・　

耐
震
改
修
減
額

・　

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
減
額

・　

省
エ
ネ
改
修
減
額

　

減
額
制
度
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は

申
告
が
必
要
で
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
固
定
資
産
税
係　
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母
子
家
庭
と
寡
婦
の
方
の
生
活
の
安
定

と
児
童
の
福
祉
増
進
の
た
め
、
愛
知
県
で

は
暮
ら
し
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
を
行
っ

て
い
ま
す
。

□
貸
付
対
象
者

・　

母
子
福
祉
資
金

　

①　

二
十
歳
未
満
の
児
童
を
扶
養
し
て

い
る
配
偶
者
の
な
い
女
子
（
母
子
家

庭
の
母
）

　

②　

①
が
扶
養
し
て
い
る
二
十
歳
未
満
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の
児
童

　

③　

二
十
歳
未
満
の
父
母
の
い
な
い
児

童

・　

寡
婦
福
祉
資
金

　

①　

か
つ
て
配
偶
者
の
な
い
女
子
と
し

て
二
十
歳
未
満
の
児
童
を
扶
養
し
て

い
た
こ
と
の
あ
る
配
偶
者
の
な
い
女

子
（
寡
婦
）

　

②　

①
が
扶
養
し
て
い
る
二
十
歳
以
上

の
子
な
ど

□
貸
付
金
の
種
類

　

事
業
開
始
資
金
、
事
業
継
続
資
金
、
技

能
習
得
資
金
、
就
職
支
度
資
金
、
住
宅
資

金
、
転
宅
資
金
、
医
療
介
護
資
金
、
生
活

資
金
、
結
婚
資
金
、
修
学
資
金
、
就
学
支

度
資
金
、
修
業
資
金　

□
問
い
合
わ
せ
先　

愛
知
県
知
多
福
祉
相

談
セ
ン
タ
ー
地
域
福
祉
課
母
子
自
立
支

援
員
�（
３
１
）０
１
２
１
、
住
民
福

祉
課
社
会
福
祉
係
�（
４
８
）１
１
１

１
（
内
２
２
６
）
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半
田
消
防
署
で
は
、
救
命
講
習
を
開
講

し
ま
す
。
救
命
の
た
め
の
応
急
手
当
や
Ａ

Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）
の
使
い

方
の
講
習
で
す
。

□
日
時
・
場
所

　

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日（
火
）　　

午
後
一
時
半
〜
午
後
四
時
半　

　

半
田
消
防
署

□
定　

員　

三
十
人
（
先
着
順
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

知
多
中

部
広
域
事
務
組
合
消
防
本
部
半
田
消
防
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阿
久
比
町
で
は
、
国
の
緊
急
保
証
制
度

を
利
用
し
て
融
資
を
受
け
た
中
小
企
業
者

の
方
に
、
信
用
保
証
料
の
一
部
を
助
成
し

て
い
ま
す
。
こ
の
た
び
対
象
と
な
る
融
資

の
期
限
を
延
長
し
ま
し
た
。

□
補
助
対
象
者　

次
の
条
件
を
す
べ
て
満

た
す
方　

①
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第

二
条
第
四
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
く

阿
久
比
町
長
の
認
定
を
受
け
た
方
②
緊

急
保
証
制
度
お
よ
び
愛
知
県
の
セ
ー
フ

テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
資
金
の
融
資
を
受
け
た

方
③
信
用
保
証
料
の
全
額
を
愛
知
県
信

用
保
証
協
会
に
納
付
済
み
の
方
④
税
な

ど
の
滞
納
の
な
い
方

□
補
助
対
象
融
資　

平
成
二
十
二
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
融
資
を
受
け
た

方
。

□
補
助
金
の
額　

支
払
っ
た
信
用
保
証
料

の
二
分
の
一
（
百
円
未
満
の
端
数
切
り

捨
て
）
の
額
で
十
万
円
を
限
度
と
す
る
。

□
申
請
の
方
法　

申
請
者
は
、
信
用
保
証

料
を
支
払
っ
た
日
か
ら
三
カ
月
以
内
に
、

次
の
書
類
を
提
出
。
①
補
助
金
交
付
申

請
書
②
取
扱
金
融
機
関
証
明
書
③
税
な

ど
の
納
付
を
証
明
す
る
書
類
④
信
用
保

証
を
決
定
し
た
旨
の
通
知
書
の
写
し

□
申
請
書
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ
先

　

産
業
課
商
工
労
政
係　

�（
４
８
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１

１
１
（
内
２
３
４
）

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

平成２２・２３年度〔定時受付〕
　　　　入札参加資格審査申請を受け付けます
平成２２・２３年度に町が発注する①建設工事②設計・測量・建設コンサルタント等業務③物品等の契約に係る
競争入札等に参加を希望の方は「あいち電子調達共同システム」から入札参加資格審査申請を行ってください。

受付期間：平成２２年１月４日（月）～２月１５日（月）（土曜・日曜日、祝日を除く）　 午前８時～午後８時

□申請方法　①建設工事②設計・測量・建設コンサルタント等業務の場合は、あいち電子調達共同システム
(CALS/EC) による電子申請

　　　　　　https://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/index.html
　　　　　　③物品等の場合は、あいち電子調達共同システム (物品等 ) による電子申請
　　　　　　http://www.buppin.e-aichi.jp/
□そ　の　他　申請要領は阿久比町のホームページからダウンロードできます。
　　　　　　http://www.town.agui.lg.jp/ka/somu/kanzai/shikakushinsa.htm
□問い合わせ先　総務課管財係　�（４８）１１１１（内２３０）


